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円
可
l

，f叫
対
策
不
備
な
ら
入
庖
禁
止

陳
ま
ん
延
防
止
措
置
政
令
を
閣
議
決
定

政
府
は
9
日
の
閣
議
で
、
一
改
正
特
錨
法
の
凶
日
の
施
行
一
ク
が
高
い
飲
食
厨
な
ど
に
営
-

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
一
に
合
わ
せ
て
適
用
す
る
。
一
業
時
間
の
短
縮
を
命
令
で
事
〔
ニ

を
強
化
す
る
改
正
特
別
措
置
一
重
点
措
霞
の
対
象
地
域
一
る
よ
う
に
な
る
。
命
令
に
従
一

法
の
政
令
を
決
め
た
。
緊
急
↑
で
、
都
道
府
県
知
事
が
飲
食
[
わ
な
い
場
合
は
事
業
者
へ
却
一

事
態
宣
言
の
前
あ
る
い
は
解
一
庖
な
ど
に
求
め
る
対
策
も
例
一
万
円
以
下
の
過
料
を
糾
す
。
一

除
し
た
後
の
段
階
で
、
塞
言
一
示
し
た
。
一
西
村
康
稔
経
済
財
政
・
再
一

時
と
同
等
の
対
策
を
知
事
に
一
庖
舗
の
従
業
員
に
検
査
の
一
生
相
は
9
日
の
商
議
後
の
記
一

認
め
る
「
ま
ん
延
防
止
等
重
一
受
診
を
促
す
。
ホ
到
外
着
型
者
会
見
で
「

m
gの
施
行
に
一

点

措

置

」

の

発

令

妥

件

を

定

一

作

官

感

油

開

肋

対

鋼

遡

剖

倒

」

向

け

て

わ

か

り

や

す

い

周

知

一

一

め

た

。

一

は

い

比

怖

い

臨

駒

川

岡

崎

投

に

努

め

る

。

私

権

の

制

約

を

一

た

。

た

栃

木

県

に

続

く

追

加

解

除

一

新
規
感
染
者
数
や
病
床
の
一
防
る
人
は
一
輔
昨
M
べ
河
川
一
伴
う
の
で
、
人
権
に
配
慮
し
一
政
府
は
1
月
7
日
に
発
令
一
を
探
っ
て
い
る
。
一

逼
迫
度
合
い
な
ど
を
考
慮
し
一
へ
倒
川
場
を
禁
じ
る
。
一
て
運
用
し
た
い
」
と
述
べ
た
こ
し
た
緊
急
事
態
官
一
苦
闘
に
関
一
↓

「
感
染
拡
大
や
医
療
提
供
に
一
重
点
措
置
ほ
改
正
特
措
法
一

9
臼
に
聞
く
全
国
知
事
会
と
一
し
、
東
京
都
な
ど
印
都
府
県
一

支
障
が
で
る
恐
れ
が
あ
る
場
一
で
新
た
に
設
切
だ
。
宣
言
時
一
の
テ
レ
ビ
会
議
で
運
用
方
針
一
で

3
月
7
臼
ま
で
延
長
し

合
」
に
講
じ
る
と
明
記
し
た
。
一
と
同
様
、
知
事
が
感
染
リ
ス
一
を
説
明
す
る
と
明
ら
か
に
し
一
た
。
す
で
に
宣
言
を
解
除
し

も

徐

々

に

対

策

を

弱

め

る

こ

一

狙

い

だ

。

西

村

氏

は

9
目
、
全
国
知

と
で
、
人
の
往
来
や
飲
食
庖
一
宣
言
は
午
後
8
持
ま
で
の
一
事
会
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

の
深
夜
営
業
が
急
増
す
る
事
一
時
短
営
業
を
要
請
し
て
い
る
一
で
同
措
鷺
の
手
順
を
文
替
で

態
を
避
け
る
。
こ
の
た
め
、
一
が
、
同
措
置
で
は
午
後
9
時
一
示
す
と
述
べ
た
。
全
国
知
事
一

政
府
は
施
行
前
日
の
ロ
日
、
一
や
叩
時
な
ど
徐
々
に
営
業
時
一
会
の
飯
泉
嘉
門
会
長
(
徳
島
一

一
部
地
減
を
解
除
す
る
か
ど
一
聞
の
延
長
を
認
め
る
。
休
業
一
県
知
事
)
は
コ
気
に
リ
パ
一

う
か
を
判
断
す
る
。
一
要
請
は
で
き
な
い
。
一
ウ
ン
ド
し
な
い
よ
う
に
、
し
一

9
日
に
決
め
た
政
令
は
同
一
日
日
以
降
は
罰
則
が
適
用
一
っ
か
り
と
運
用
し
て
い
き
た
一

政
府
は
9
日
、
新
製
コ
ロ
一
い
対
策
を
と
る
「
ま
ん
延
防
一
周
す
る
方
針
だ
。
営
業
時
間
一
い
ま
は
首
都
圏
の
1
都
3
一
措
置
の
適
用
に
関
し
て
「
感
一
さ
れ
る
。
知
事
が
要
請
よ
り
一
い
」
と
語
っ
た
。
一

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
応
す
る
特
一
止
等
重
点
機
置
」
を
規
定
し
一
の
短
縮
な
ど
の
対
策
を
一
気
一
県
と
関
西
圏
の
大
阪
、
兵
庫
、
一
染
拡
大
の
恐
れ
が
あ
り
、
医
一
強
い
「
命
令
」
を
出
し
、
選
一
宣
言
は
4
段
階
の
感
染
状
一
「
ス
テ
ー
ジ
3
」
相
当
で
賞
一
だ
。
感
染
が
拡
大
し
て
宣
告
一
一
同
一

別
措
曹
は
の
政
令
を
決
め
一
た
。
日
都
府
県
へ
の
室
蓄
を
一
に
緩
め
ず
、
段
階
的
な
解
除
一
京
都
の
3
府
県
、
愛
知
、
岐
一
療
の
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
一
反
し
た
事
業
者
に
は
過
料
を
一
況
で
最
も
深
刻
な
「
ス
テ
!
一
一
言
を
解
除
し
、
ま
ん
延
防
止
一
ま
で
至
ら
な
い
場
合
に
も
同
一

た
。
緊
急
事
態
宣
言
時
に
近
一
解
除
す
る
際
、
同
措
置
を
適
一
で
感
染
の
再
拡
大
を
防
ぐ
。
一
阜
、
福
岡
の
計
叩
都
府
県
に
一
恐
れ
が
あ
る
」
場
合
と
明
記
一
判
明
す
。
貧
富
時
で
叩
万
円
以
一
ジ
4
」
相
当
で
発
令
す
る
。
一
措
置
に
移
行
す
る
見
通
し
一
措
置
を
適
用
で
き
る
。
一

月

四

同

♂

44u
判

P

今
、
ニ
宣
一
一
一
一
一
同
一
を
発
令
し
て
い
る
。
ー
政
一
し
た
。
西
村
康
稔
経
済
財
政
一
下
、
ま
ん
延
防
止
措
置
時
で
一

当

1
j
一

1
J
…
…
判
断
一
一
綴
一
一
府
は
感
染
状
況
や
医
療
体
制
了
再
生
相
は
9
日
の
己
者
会
一
却
万
円
以
下
と
す
る
。
時
短
一

相

鋪

…

惜

悌

一

一

日

一

一

一

一

一

一

一

M
治
指
標
制
改
善
ゆ
た
地
一
見
で
「
対
策
を
講
じ
っ
2
週
一
に
応
じ
た
場
合
の
協
力
金
は
一

一

叫

唱

刑

ぺ

…

酎

…

山

川

、

…

R

除
一
一
域
か
ら
宣
告
一
口
を
解
除
す
一
る
ド
一
間
後
に
そ
の
効
果
が
出
る
。
一
宣
言
時
よ
り
減
額
す
る
。
一

品

者

健

一

時

二

一

…

一

万

一

品

一

「

僻

甚

監

転

也

期

間

を

区

切

っ

て

対

応

す

一

9
日
の
政
令
で
は
知
事
が
一

…

一

一

以

…

-E
臨
品
U
施
明
割
る
」
と
説
明
し
た
。
一
要
請
で
き
る
対
策
の
例
も
一
示
一

一

申

告

…

料

一

措

法

だ

。

施

行

後

は

ま

ん

延

一

政

府

が

都

道

府

県

単

位

で

一

し

た

。

従

業

員

へ

の

検

査

の

一

…
一
品
叩
…
渦
…
防
止
措
置
を
と
り
、
時
短
営
一
同
措
置
を
指
定
す
れ
ば
、
知
一
実
施
や
、
施
設
内
に
手
指
の
一

…
十
期
一
利
…
業
へ
の
協
力
金
や
違
反
者
へ
一
事
は
市
町
村
や
繁
華
街
な
ど
一
消
毒
設
備
を
設
け
る
よ
う
一
挙
一

一
{
怖
一
則
…
の
罰
金
な
ど
、
室
一
一
面
一
時
に
近
一
対
象
を
絞
っ
て
対
策
を
と
れ
一
業
者
に
促
す
。
発
熱
者
や
マ

…

…

短

一

回

一

い

対

策

が

と

れ

る

。

一

る

。

感

染

拡

大

に

つ

な

が

る

一

ス

ク

を

し

な

い

答

の

入

場

も

3
日

〔

一

一

昨
一
&
…
宣
言
を
解
除
し
た
地
域
で
一
場
所
に
集
中
し
て
対
処
す
る
一
禁
止
で
き
る
と
明
記
し
た
。

の
徹
底
を
図
る
一
方
、
協
力
す

る
飲
食
庖
に
は
協
力
金
を
支
払

う
。
金
額
は
緊
急
事
態
塞
一
一
一
足
吋

2

た
。
自
治
体
が
踏
む
べ
き
手
続
に
は
1
府
舗
あ
た
り
1
日
最
大

A
9
き
の
基
準
と
し
て
政
府
が
提
示

6
万
円
。
重
点
措
糧
の
場
合
は

め
し
た
。
緊
急
事
態
宣
言
下
で
も
今
後
検
討
す
る
。

刃
ゆ
今
後
は
同
様
の
手
順
が
適
用
さ
正
当
な
理
由
な
く
営
業
を
続

弓

川

市

れ

る

。

け

る

庖

に

は

口

頭

で

指

導

・

助

汀
岡
閣
の
住
民
畠
緬
吋
吋
凋
け
れ
ば
命
令
を
出
す
。
命
令
後

ι
院
院
臨
犠
議

ua司
も
違
反
が
続
き
見
過
ご
せ
な
い

L
陽
合
な
ど
は
情
韓
関
岡
国
と
判
断
す
れ
ば
、
知
事
か
ら
地

位
当
加
に

p
a。
経
営
状
況
の
悪
化
方
裁
判
所
に
通
知
し
、
過
料
を

ι
1
3
幹
臨
祢
間
圏
引
間
周
で
き
掛
け
‘
糾
す
。
過
料
は
緊
急
事
態
宣
一
百

円
肱
広
陣
情
同
「
正
当
な
盟
副
i

時
は
「

ω万
円
以
下
」
、
重
点

が
駐
に
該
当
し
な

ud詞
U
討
。
措
置
が
「
初
万
円
以
下
」
と
な
一

「

政

府

は

厳

し

い

基

準

で

時

短

る

。

一

日京~J-/O

ま
ん
延
防
止
措
置
適
用
ヘ

緊
急
事
態
の
解
除
後
段
階
的
に
対
策
緩
和

躍謹醤
宣言とまん延防止措置の違い
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